
介護報酬の解釈 １単位数表編 令和６年４月版 追補その２ 

令和６年７月 社会保険研究所 

令和６年７月 29 日付官報掲載の正誤により，本書の内容に修正が生じていますので表のように追補いた

します。 

 

⑴ 1383 頁 訪問型サービスの同一建物減算 

場所 10行目～32行目 

修正前 

 

注８ 指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷

地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定相当訪問型

サービス事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷

地内建物等」という。）に居住する利用者（指定相当訪問型

サービス事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建

物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又

は指定相当訪問型サービス事業所における１月当たりの利用

者が同一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等

を除く。）に居住する利用者に対して，指定相当訪問型サー

ビスを行った場合は，イについては１月につき，ロについて

は１回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算

定し，指定相当訪問型サービス事業所における１月当たりの

利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住す

る利用者に対して，指定相当訪問型サービスを行った場合

は，イについては１月につき，ロについては１回につき所定

単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし，

別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪問型サ

ービス事業所が，同一敷地内建物等に居住する利用者（指定

相当訪問型サービス事業所における１月当たりの利用者が同

一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を

除く。）に対して，指定相当訪問型サービスを行った場合

は，イについては１月につき，ロについては１回につき所定

単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。  
修正後 注８ 指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷

地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定相当訪問型

サービス事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷

地内建物等」という。）に居住する利用者（指定相当訪問型

サービス事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建

物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又

は指定相当訪問型サービス事業所における１月当たりの利用

者が同一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等

を除く。）に居住する利用者に対して，指定相当訪問型サー

ビスを行った場合は，イについては１月につき，ロについて

は１回につき，所定単位数の100分の90に相当する単位数を

算定し，指定相当訪問型サービス事業所における１月当たり

の利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住

する利用者に対して，指定相当訪問型サービスを行った場合

は，イについては１月につき，ロについては１回につき，所

定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただ

し，別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪問

型サービス事業所が，同一敷地内建物等に居住する利用者

（指定相当訪問型サービス事業所における１月当たりの利用

者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利

用者を除く。）に対して，指定相当訪問型サービスを行った

場合は，イについては１月につき，ロについては１回につ

き，所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。  

  



⑵ 1398 頁 通所型サービスの生活機能向上連携加算 

場所 11行目～20行目 

修正前 

 

ヌ 生活機能向上連携加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして，電子情報処理組織

を使用する方法により，市町村長に対し，老健局長が定める様式による届出を行

った指定相当通所型サービス事業所において，外部との連携により，利用者の身

体の状況等の評価を行い，かつ，個別機能訓練計画を作成した場合には，当該基

準に掲げる区分に従い，イについては，利用者の急性増悪等により当該個別機能

訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として，１月につき，ロについ

ては１月につき，次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

 イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 単位 

 ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 単位 

修正後 ヌ 生活機能向上連携加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして，電子情報処理組織

を使用する方法により，市町村長に対し，老健局長が定める様式による届出を行

った指定相当通所型サービス事業所において，外部との連携により，利用者の身

体の状況等の評価を行い，かつ，個別機能訓練計画を作成した場合には，当該基

準に掲げる区分に従い，イについては，利用者の急性増悪等により当該個別機能

訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として，１月につき，ロについ

ては１月につき，次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし，次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては，次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

 イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 単位 

 ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 単位 

 
⑶ 1399 頁 通所型サービスの口腔・栄養スクリーニング加算の基準 

場所 11行目以降 

修正前 修正後 

【厚生労働大臣が定める基準】 

→大臣基準告示・百三十二の二 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 次のい

ずれにも適合すること。 

⑴ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔

の健康状態について確認を行い，当該利用者の口

腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の

健康状態が低下しているおそれのある場合にあっ

ては，その改善に必要な情報を含む。）を当該利用

者を担当する担当職員及び介護支援専門員に提供

していること。 

⑵ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養

状態について確認を行い，当該利用者の栄養状態

に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合に

あっては，低栄養状態の改善に必要な情報を含

む。）を当該利用者を担当する担当職員及び介護支

援専門員に提供していること。 

⑶ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していない

こと。 

⑷ 算定日が属する月が，次のいずれにも該当しな

いこと。 

 ㈠ 栄養アセスメント加算を算定している間であ

る又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る

栄養改善サービスを受けている間である若しく

は当該栄養改善サービスが終了した日の属する

月（栄養状態のスクリーニングを行った結果，

栄養改善サービスが必要であると判断され，栄

養改善サービスが開始された日の属する月を除

く。）であること。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

→大臣基準告示・百三十二の二 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 次のい

ずれにも適合すること。 

⑴ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔

の健康状態について確認を行い，当該利用者の口

腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の

健康状態が低下しているおそれのある場合にあっ

ては，その改善に必要な情報を含む。）を当該利用

者を担当する担当職員及び介護支援専門員に提供

していること。 

⑵ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養

状態について確認を行い，当該利用者の栄養状態

に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合に

あっては，低栄養状態の改善に必要な情報を含

む。）を当該利用者を担当する担当職員及び介護支

援専門員に提供していること。 

⑶ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していない

こと。 

⑷ 算定日が属する月が，次のいずれにも該当しな

いこと。 

 ㈠ 栄養アセスメント加算を算定している間であ

る又は当該利用者が栄養改善加算若しくは一体

的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サー

ビスを受けている間である若しくは当該栄養改

善サービスが終了した日の属する月（栄養状態

のスクリーニングを行った結果，栄養改善サー

ビスが必要であると判断され，栄養改善サービ

スが開始された日の属する月を除く。）であるこ

と。 



 ㈡ 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る

口腔機能向上サービスを受けている間である又

は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属

する月（口腔の健康状態のスクリーニングを行

った結果，口腔機能向上サービスが必要である

と判断され，口腔機能向上サービスが開始され

た日の属する月を除く。）であること。 

 

⑸ 他の介護サービスの事業所において，当該利用

者について，口腔連携強化加算を算定していない

こと。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 次のい

ずれかに適合すること。 

⑴ 次のいずれにも適合すること。 

 ㈠ イ⑴及び⑶に適合すること。 

 ㈡ 算定日が属する月が，栄養アセスメント加算

を算定している間である又は当該利用者が栄養

改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受け

ている間である若しくは当該栄養改善サービス

が終了した日の属する月（栄養状態のスクリー

ニングを行った結果，栄養改善サービスが必要

であると判断され，栄養改善サービスが開始さ

れた日の属する月を除く。）であること。 

 

 ㈢ 算定日が属する月が，当該利用者が口腔機能

向上加算若しくは選択的サービス複数実施加算

の算定に係る口腔機能向上サービスを受けてい

る間及び当該口腔機能向上サービスが終了した

日の属する月ではないこと。 

⑵ 次のいずれにも適合すること。 

 ㈠ イ⑵及び⑶に適合すること。 

 ㈡ 算定日が属する月が，栄養アセスメント加算

を算定していない，かつ，当該利用者が栄養改

善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の

算定に係る栄養改善サービスを受けている間又

は当該栄養改善サービスが終了した日の属する

月ではないこと。 

 ㈢ 算定日が属する月が，当該利用者が口腔機能

向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを

受けている間及び当該口腔機能向上サービスが

終了した日の属する月（口腔の健康状態のスク

リーニングを行った結果，口腔機能向上サービ

スが必要であると判断され，口腔機能向上サー

ビスが開始された日の属する月を除く。）である

こと。 

 ㈣ 他の介護サービスの事業所において，当該利

用者について，口腔連携強化加算を算定してい

ないこと。 
 

 ㈡ 当該利用者が口腔機能向上加算若しくは一体

的サービス提供加算の算定に係る口腔機能向上

サービスを受けている間である又は当該口腔機

能向上サービスが終了した日の属する月（口腔

の健康状態のスクリーニングを行った結果，口

腔機能向上サービスが必要であると判断され，

口腔機能向上サービスが開始された日の属する

月を除く。）であること。 

⑸ 他の介護サービスの事業所において，当該利用

者について，口腔連携強化加算を算定していない

こと。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 次のい

ずれかに適合すること。 

⑴ 次のいずれにも適合すること。 

 ㈠ イ⑴及び⑶に適合すること。 

 ㈡ 算定日が属する月が，栄養アセスメント加算

を算定している間である又は当該利用者が栄養

改善加算若しくは一体的サービス提供加算の算

定に係る栄養改善サービスを受けている間であ

る若しくは当該栄養改善サービスが終了した日

の属する月（栄養状態のスクリーニングを行っ

た結果，栄養改善サービスが必要であると判断

され，栄養改善サービスが開始された日の属す

る月を除く。）であること。 

 ㈢ 算定日が属する月が，当該利用者が口腔機能

向上加算若しくは一体的サービス提供加算の算

定に係る口腔機能向上サービスを受けている間

及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の

属する月ではないこと。 

⑵ 次のいずれにも適合すること。 

 ㈠ イ⑵及び⑶に適合すること。 

 ㈡ 算定日が属する月が，栄養アセスメント加算

を算定していない，かつ，当該利用者が栄養改

善加算若しくは一体的サービス提供加算の算定

に係る栄養改善サービスを受けている間又は当

該栄養改善サービスが終了した日の属する月で

はないこと。 

 ㈢ 算定日が属する月が，当該利用者が口腔機能

向上加算若しくは一体的サービス提供加算の算

定に係る口腔機能向上サービスを受けている間

及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の

属する月（口腔の健康状態のスクリーニングを

行った結果，口腔機能向上サービスが必要であ

ると判断され，口腔機能向上サービスが開始さ

れた日の属する月を除く。）であること。 

 ㈣ 他の介護サービスの事業所において，当該利

用者について，口腔連携強化加算を算定してい

ないこと。 

 


